
①
腰
掛
便
座

�
和
式
便
器
の
上
に
置
い
て
腰
掛
け
式

に
変
え
る
も
の

�
洋
式
便
器
の
上
に
置
い
て
高
さ
を
補

う
も
の

�
移
動
可
能
（
居
室
に
て
使
用
で
き
る
）

も
の（
ポ
ー
タ
ブ
ル
ト
イ
レ
等
）

※
工
事
を
伴
う
便
器
の
取
り
替
え
は

「
住
宅
改
修
費
の
支
給
」
の
対
象
に
な

り
ま
す
。

②
入
浴
補
助
用
具

�
入
浴
用
い
す

�
浴
槽
内
い
す

�
浴
槽
用
手
す
り
（
浴
槽
の
縁
を
は
さ

み
込
ん
で
固
定
で
き
る
も
の
）

�
入
浴
台
（
浴
槽
の
縁
に
か
け
て
浴
槽

へ
の
出
入
り
を
容
易
に
で
き
る
よ
う

に
す
る
も
の
）

�
浴
室
内
す
の
こ
（
浴
室
の
床
の
段
差

を
解
消
で
き
る
も
の
）

�
浴
槽
内
す
の
こ
（
浴
槽
の
底
の
高
さ

を
補
う
も
の
）

③
特
殊
尿
器

尿
を
自
動
的
に
吸
引
す
る
も
の

④
簡
易
浴
槽

空
気
式
ま
た
は
折
り
た
た
み
式
等
簡

単
に
移
動
が
で
き
る
も
の

⑤
移
動
用
リ
フ
ト
の
つ
り
具
部
分

※
移
動
用
リ
フ
ト
本
体
は
「
福
祉
用
具

の
貸
与
」
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
こ
の
他
に
貸
出
で
利
用
で
き
る
福
祉

用
具
も
あ
り
ま
す
（
福
祉
用
具
貸
与
サ

ー
ビ
ス
）。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

と
な
る
工
事
や
品
目
が
決
め
ら
れ
て
い

ま
す
の
で
、
事
前
に
、
担
当
の
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
（
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
）

を
通
し
て
、
町
へ
必
要
書
類
を
提
出
し

て
、
給
付
の
対
象
と
な
る
か
承
認
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
住
宅
改
修
費
・
福
祉
用
具
購

入
費
支
給
サ
ー
ビ
ス
は
、
在
宅
の
要
介

護
者
等
の
日
常
生
活
の
自
立
を
助
け
る

た
め
の
も
の
な
の
で
、
施
設
等
に
入
所

し
て
い
る
か
た
は
対
象
外
と
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
退
所
予
定
が
決
ま
っ
て

お
り
、
事
前
の
準
備
が
必
要
な
と
き
は

給
付
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

事
前
の
協
議
が
な
か
っ
た
り
、
必
要

書
類
が
添
付
で
き
な
い
場
合
に
は
、
住

宅
改
修
費
・
福
祉
用
具
購
入
費
を
支
給

で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
　
保
健
福
祉
課
（
老
人

福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）
�
（84）
4
9
2
6

（９） 平成14年８月10日�

「役場、ケアマネージャーの紹介で」などとウソをついた
り、突然訪問し強引な勧誘、長時間居座り契約を迫る、「モ
ニター価格だから」などと根拠のない値引きで契約を迫り、
実は不当に高い工事費、執拗

しつよう

に追加工事を要求、要望を聞か
ず一方的に話を進めてしまう、・・・・・・・・
全国的にみると、このような住宅改修の事例が増えてきて

おり、国民生活センターや全国の消費者センターに相談が寄
せられています。悪徳業者には十分注意しましょう！
悪徳業者には、遠慮せずにはっきり断ることが大切。決し
て、話し相手になってはいけません。
また、１社の見積りだけで契約してしまうのはやめましょ
う。業者を客観的に比較することが大事です。必ず複数の業
者から見積りを取りましょう。

消費者は、法律で保護されています。
強引な契約は、解除できます。

●訪問販売による契約はクーリング・オフできます
訪問販売による自宅での契約は、契約から8日間以内な
ら、契約を解除（クーリング・オフ）できることが法
律で定められています。（特定商取引法）

●消費者契約法が味方になります
長時間におよぶ居座り等強引な勧誘などの場合には、
消費者契約法によって契約を取り消すことが可能です。

※工事に着手してしまうと手続きが煩雑になります。ク
ーリング・オフ期間中は工事に着手させないようにしま
しょう。

御用心！！ 悪徳業者が、介護保険を口実に高齢者を

狙っています。
住
宅
改
修
費
・
福
祉
用
具
購
入
費
の

支
給
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
に
は
？

購
入
で
き
る

福
祉
用
具

介護保険

住
宅
改
修
や
福
祉
用
具
購
入
費
に
か

か
っ
た
費
用
を
い
っ
た
ん
全
額
自
己
負

担
し
、
町
へ
領
収
書
な
ど
の
必
要
書
類

を
添
え
て
申
請
す
る
と
、
給
付
対
象
と

認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
保
険
給
付
分

（
９
割
相
当
）
が
後
か
ら
支
給
さ
れ
ま

す
。（
残
り
の
１
割
は
自
己
負
担
に
な

り
ま
す
）

事
前
の
協
議
が
必
要
で
す
！

介
護
保
険
の
住
宅
改
修
費
・
福
祉
用

具
購
入
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
対
象


